
条 例 番 号 条     例     名 

条例第６０号 さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例 
【平成３０年１２月２７日公布 所管課：区政推進部】

条例第６１号 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部

を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：職員課】

条例第６２号 さいたま市職員の給与に関する条例及びさいたま市一般職の任期

付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：職員課】

条例第６３号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及び

さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関す

る条例の一部を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：子育て支援政策課】

条例第６４号 さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正

する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：廃棄物対策課】

条例第６５号 さいたま市大宮区役所駐車場条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：大宮区役所新庁舎建設準備室】

条例第６６号 さいたま市六日町山の家条例を廃止する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：市民生活安全課】

条例第６７号 さいたま市にぎわい交流館いわつき条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：経済政策課】

条例第６８号 さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：都市公園課】

条例第６９号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の

一部を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：建築行政課】

条例第７０号 さいたま市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条

例の一部を改正する条例 

【平成３０年１２月２７日公布 所管課：水道計画課】



さいたま市条例第６０号 

さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

さいたま市区の設置等に関する条例（平成１４年さいたま市条例第６６号）の一部

を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （区の事務所） 

第３条 前条第１項の区に設置する区の事務所の名

 称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 所 管 区 域 

 ［略］ 

大宮区役所 さいたま市大宮

区吉敷町１丁目

１２４番地１ 

［略］ 

 ［略］ 

 （区の事務所） 

第３条 前条第１項の区に設置する区の事務所の名

 称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。 

名 称 位 置 所 管 区 域 

 ［略］ 

大宮区役所 さいたま市大宮

区大門町３丁目

１番地 

［略］ 

 ［略］ 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年５月７日から施行する。 

（さいたま市福祉事務所設置条例の一部改正） 

２ さいたま市福祉事務所設置条例（平成１３年さいたま市条例第１３８号）の一部

を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 



改正後 改正前 

（名称、位置及び所管区域）  （名称、位置及び所管区域） 

第２条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、

次のとおりとする。 

第２条 福祉事務所の名称、位置及び所管区域は、

次のとおりとする。 

名 称 位 置 所 管 区 域 

 ［略］ 

さいたま市

大宮福祉事

務所 

さいたま市大宮区

吉敷町１丁目１２

４番地１ 

 ［略］ 

 ［略］ 

名 称 位 置 所 管 区 域 

 ［略］ 

さいたま市

大宮福祉事

務所 

さいたま市大宮区

大門町３丁目１番

地 

 ［略］ 

 ［略］ 

（さいたま市障害者更生相談センター条例の一部改正） 

３ さいたま市障害者更生相談センター条例（平成１５年さいたま市条例第７２号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （設置）  （設置） 

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１１条第１項に規定する身体障害者更生

相談所及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第

３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更

生相談所として、さいたま市障害者更生相談セン

ター（以下「相談センター」という。）をさいた

 ま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１に設置する。

第１条 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８

３号）第１１条第１項に規定する身体障害者更生

相談所及び知的障害者福祉法（昭和３５年法律第

３７号）第１２条第１項に規定する知的障害者更

生相談所として、さいたま市障害者更生相談セン

ター（以下「相談センター」という。）をさいた

ま市大宮区大門町３丁目１番地に設置する。 



さいたま市条例第６１号

   さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条

例

第１条 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例（平成１３年さい

たま市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の１５７．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１７７

．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の１５７．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１７２

．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

 ～  ［略］  ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

第２条 さいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（期末手当） （期末手当）

第６条 ［略］ 第６条 ［略］



２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の

１６７．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以

内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の１５７．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１７７

．５を乗じて得た額に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

 ～  ［略］  ～  ［略］

３ ［略］ ３ ［略］

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年４月

１日から施行する。

 （適用）

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関す

る条例（以下「改正後の条例」という。）第６条第２項の規定は、平成３０年１２

月１日から適用する。

 （期末手当の内払）

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前のさ

いたま市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給され

た期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

（委任）

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。



さいたま市条例第６２号 

   さいたま市職員の給与に関する条例及びさいたま市一般職の任期付職員の採用

及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

 （さいたま市職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 さいたま市職員の給与に関する条例（平成１３年さいたま市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（初任給調整手当） （初任給調整手当）

第９条 医療職給料表 の適用を受ける職（採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職で市

長が定めるものに限る。）に新たに採用された職

員には、月額３０万８，６００円を超えない範囲

内の額を初任給調整手当として支給する。

第９条 医療職給料表 の適用を受ける職（採用に

よる欠員の補充が困難であると認められる職で市

長が定めるものに限る。）に新たに採用された職

員には、月額３０万８，３００円を超えない範囲

内の額を初任給調整手当として支給する。

２ ［略］ ２ ［略］

（勤勉手当） （勤勉手当）

第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定

める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額を超えてはならない。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定

める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額を超えてはならない。

 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当

該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９５（特

定管理職員にあっては、１００分の１１５）を

乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当

該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９０（特

定管理職員にあっては、１００分の１１０）を

乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職

員の勤勉手当基礎額に１００分の４７．５（特

定管理職員にあっては、１００分の５７．５）

を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職

員の勤勉手当基礎額に１００分の４２．５（特

定管理職員にあっては、１００分の５２．５）

を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

  別表第２アの表を次のように改める。



別表第２（第３条関係）

ア　医療職給料表 

１　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円 円

1 247,900 333,100 397,900 471,700 566,500

2 250,400 336,100 400,800 474,000 569,600

3 252,900 339,000 403,700 476,200 572,700

4 255,400 342,000 406,500 478,500 575,800

5 257,600 344,700 409,100 480,700 578,700

6 261,400 348,000 411,800 482,900 581,100

7 265,200 351,100 414,600 485,100 583,500

8 269,000 354,200 417,300 487,300 585,900

9 272,600 357,000 419,500 489,300 588,100

10 276,600 359,900 422,200 491,400 589,600

11 280,600 363,000 424,800 493,500 591,100

12 284,600 366,200 427,500 495,600 592,600

13 288,400 369,100 429,900 497,700 594,100

14 292,400 372,700 432,400 499,800 595,200

15 296,300 375,900 434,800 501,900 596,300

16 300,200 379,600 437,300 504,000 597,200

17 303,900 383,200 439,300 506,100 598,400

18 307,500 385,900 441,700 508,100 599,400

19 311,000 388,700 444,000 510,100 600,400

20 314,600 391,400 446,400 512,100 601,400

21 318,200 394,200 447,900 513,900 602,400

22 321,900 396,800 450,300 515,700 603,400

23 325,400 399,400 452,600 517,600 604,400

24 328,900 401,800 454,900 519,500 605,400

25 332,400 403,800 456,900 521,200 606,400

26 335,200 406,100 459,200 523,000 607,400

27 337,800 408,300 461,400 524,800 608,400

28 340,400 410,600 463,700 526,600 609,400

29 343,200 412,900 465,800 528,200 610,400

30 345,300 415,000 468,100 530,000 611,400

31 347,500 417,000 470,400 531,800 612,400

32 349,900 419,100 472,600 533,600 613,400

33 352,100 421,000 474,600 535,200 614,400

34 354,500 422,800 476,700 537,000 615,400

35 356,700 424,600 478,800 538,700 616,400

36 359,200 426,600 480,900 540,500 617,400

37 361,400 428,500 483,000 542,100 618,400

38 363,800 430,500 484,800 543,700 619,400

39 366,200 432,400 486,600 545,100 620,400

40 368,400 434,400 488,400 546,700 621,400

41 370,700 436,200 490,100 548,200 622,400

42 372,100 438,000 491,900 549,600 623,400

43 373,600 439,700 493,700 551,000 624,400

44 375,000 441,500 495,500 552,300 625,400

45 376,200 443,300 497,100 553,500 626,400

職員の
区分

　 職務の
　　　 級
号給

再任用
職員以
外の職
員

医　療　職　給　料　表



46 377,600 445,100 498,800 554,500 627,400

47 379,100 446,900 500,600 555,500 628,400

48 380,600 448,600 502,400 556,500 629,400

49 381,700 450,400 504,000 557,500 630,400

50 382,700 452,100 505,300 558,400 631,400

51 383,700 453,900 506,600 559,300 632,400

52 384,500 455,700 507,900 560,200 633,400

53 385,400 457,600 508,900 561,000 634,400

54 386,300 458,800 510,200 561,900 635,400

55 387,000 460,000 511,500 562,800 636,400

56 387,900 461,200 512,800 563,700 637,400

57 388,600 462,400 513,800 564,600 638,400

58 389,500 463,400 514,600 565,500

59 390,300 464,400 515,400 566,400

60 391,100 465,400 516,200 567,100

61 391,600 466,200 517,100 568,000

62 392,100 466,900 517,900 568,900

63 392,500 467,600 518,800 569,800

64 393,000 468,300 519,600 570,700

65 393,300 469,000 520,500 571,600

66 469,700 521,400 572,500

67 470,400 522,100 573,400

68 471,000 523,000 574,300

69 471,300 523,900 575,200

70 472,000 524,700 576,100

71 472,700 525,600 577,000

72 473,400 526,500 577,900

73 473,800 527,300 578,800

74 474,400 528,200 579,700

75 475,100 529,100 580,600

76 475,800 529,800 581,500

77 476,200 530,600 582,400

78 476,800 531,500 583,300

79 477,400 532,400 584,200

80 477,900 533,300 585,100

81 478,500 534,100 586,000

82 479,000 535,000 586,900

83 479,500 535,900 587,800

84 480,000 536,800 588,700

85 480,400 537,600 589,600

86 481,000 538,500

87 481,400 539,400

88 481,900 540,300

89 482,400 541,100

90 483,000 542,000

91 483,600 542,900

92 484,000 543,800

93 484,500 544,600

94 485,100 545,500

95 485,700 546,400

96 486,300 547,300



97 486,800 548,100

98 549,000

99 549,900

100 550,800

101 551,600

102 552,500

103 553,400

104 554,300

105 555,100

106 556,000

107 556,900

108 557,800

109 558,600

110 559,500

111 560,400

112 561,300

113 562,100

114 563,000

115 563,900

116 564,800

117 565,600

再任用
職員

295,700 338,500 393,000 465,400 565,900

備考　この表は、病院等に勤務する医師等で人事委員会規則で定めるものに適用する。



第２条 さいたま市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （扶養手当）  （扶養手当）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計

の途がなく主としてその職員の扶養を受けている

ものをいう。

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計

の途がなく主としてその職員の扶養を受けている

ものをいう。

 ［略］  ［略］

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある子

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある子及び孫

 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日

までの間にある孫

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から

第６号までのいずれかに該当する扶養親族につい

ては１人につき６，５００円、同項第２号に該当

する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。

）については１人につき１０，０００円とする。

３ 扶養手当の月額は、前項第１号に掲げる扶養親

族については１万３，５００円、同項第２号から

第５号までに掲げる扶養親族（次条において「扶

養親族たる子、父母等」という。）については１

人につき６，５００円（職員に配偶者がない場合

にあってはそのうち１人については１万２，００

０円）とする。

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後

の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間（以下「特定期間」と

いう。）にある子がいる場合における扶養手当の

月額は、前項の規定にかかわらず、５，０００円

に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じ

て得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。

４ 扶養親族としての子のうちに満１５歳に達する

日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間（以下「特定期間

」という。）にある子がいる場合における扶養手

当の月額は、前項の規定にかかわらず、５，００

０円に特定期間にある当該扶養親族としての子の

数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算し

た額とする。

第１１条 新たに職員となった者に扶養親族がある

場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実

が生じた場合においては、その職員は、直ちにそ

の旨を任命権者に届け出なければならない。

第１１条 新たに職員となった者に扶養親族がある

場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事

実が生じた場合においては、その職員は、直ちに

その旨（新たに職員となった者に扶養親族がある

場合又は職員に第１号に該当する事実が生じた場

合において、その職員に配偶者がないときは、そ

の旨を含む。）を任命権者に届け出なければなら



ない。

 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った

者がある場合

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至

った者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場

合（扶養親族たる子又は前条第２項第３号若し

くは第５号に該当する扶養親族が、満２２歳に

達した日以後の最初の３月３１日の経過により、

扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。

）

 扶養親族としての要件を欠くに至った者があ

る場合（前条第２項第２号又は第４号に該当す

る扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初

の３月３１日の経過により、扶養親族としての

要件を欠くに至った場合を除く。）

 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者

のない職員となった場合（前号に該当する場合

を除く。）

 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者

を有するに至った場合（第１号に該当する場合

を除く。）

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶

養親族がある場合においてはその者が職員となっ

た日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に

係るものがない場合においてその職員に同項第１

号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた

日の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）から開始し、扶養

手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場

合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡

した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で

同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親

族たる要件を欠くに至った場合においてはその事

実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日

であるときは、その日の属する月の前月）をもっ

て終わる。ただし、扶養手当の支給の開始につい

ては、同項の規定による届出が、これに係る事実

の生じた日から１５日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属する月

）から行うものとする。

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶

養親族がある場合においてはその者が職員となっ

た日、扶養親族がない職員に前項第１号に掲げる

事実が生じた場合においてはその事実が生じた日

の属する月の翌月（これらの日が月の初日である

ときは、その日の属する月）から開始し、扶養手

当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合

においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡し

た日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同

項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親

族としての要件を欠くに至った場合においてはそ

の事実が生じた日の属する月（これらの日が月の

初日であるときは、その日の属する月の前月）を

もって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始に

ついては、同項の規定による届出が、これに係る

事実の生じた日から１５日を経過した後にされた

ときは、その届出を受理した日の属する月の翌月

（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から行うものとする。

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実

が生じた場合においては、その事実が生じた日の

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

 その日の属する月）からその支給額を改定する。

前項ただし書の規定は、第１号に掲げる事実が生

じた場合における扶養手当の支給額の改定につい

て準用する。

３ 扶養手当は、これを受けている職員に更に第１

項第１号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を

受けている職員の扶養親族で同項の規定による届

出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠

くに至った場合、扶養手当を受けている職員につ

いて同項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生

じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の

規定による届出に係るもののうち特定期間にある

子でなかった者が特定期間にある子となった場合

においては、これらの事実が生じた日の属する月

の翌月（これらの日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）からその支給額を改定する。前

項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員

に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合に

おける扶養手当の支給額の改定（扶養親族たる子、



父母等で同項の規定による届出に係るものがある

職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族

たる配偶者を有するに至った場合における当該扶

養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の

改定を除く。）及び扶養手当を受けている職員の

うち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による

届出に係るものがある職員について当該職員の配

偶者が扶養親族たる要件を欠くに至った場合又は

同項第３号に掲げる事実が生じた場合における当

該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給

額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１

号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１

項の規定による届出に係るものの一部が扶養親

族たる要件を欠くに至った場合

 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による

届出に係るもののうち特定期間にある子でなか

った者が特定期間にある子となった場合

 （期末手当）  （期末手当）

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の

１３０を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受

ける職員でその職務の級が５級以上であるもの並

びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でそ

の職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当

するもの（これらの職員のうち、規則で定める職

員を除く。第３０条及び附則第３５項において「

特定管理職員」という。）にあっては１００分の

１１０を乗じて得た額）に、基準日以前６月以内

の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支

給する場合においては１００分の１２２．５、１

２月に支給する場合においては１００分の１３７

．５を乗じて得た額（行政職給料表の適用を受け

る職員でその職務の級が５級以上であるもの並び

に同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその

職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当す

るもの（これらの職員のうち、規則で定める職員

を除く。第３０条及び附則第３５項において「特

定管理職員」という。）にあっては、６月に支給

する場合においては１００分の１０２．５、１２

月に支給する場合においては１００分の１１７．

５を乗じて得た額）に、基準日以前６月以内の期

間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た

額とする。

～  ［略］ ～  ［略］

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１３０」とあるのは「１

００分の７２．５」と、「１００分の１１０」と

あるのは「１００分の６２．５」とする。

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用について

は、同項中「１００分の１２２．５」とあるのは

「１００分の６５」と、「１００分の１３７．５

」とあるのは「１００分の８０」と、「１００分

の１０２．５」とあるのは「１００分の５５」と、

「１００分の１１７．５」とあるのは「１００分

の７０」とする。

４～６ ［略］ ４～６ ［略］

 （勤勉手当）  （勤勉手当）



第３０条 ［略］ 第３０条 ［略］

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定

める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額を超えてはならない。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定

める割合を乗じて得た額とする。この場合におい

て、職員に支給する勤勉手当の額の総額は、次の

各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定め

る額を超えてはならない。

 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当

該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９２．５

（特定管理職員にあっては、１００分の１１２

．５）を乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当

該職員の勤勉手当基礎額に１００分の９５（特

定管理職員にあっては、１００分の１１５）を

乗じて得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職

員の勤勉手当基礎額に１００分の４５（特定管

理職員にあっては、１００分の５５）を乗じて

得た額の総額

 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職

員の勤勉手当基礎額に１００分の４７．５（特

定管理職員にあっては、１００分の５７．５）

を乗じて得た額の総額

３～５ ［略］ ３～５ ［略］

 （さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正）

第３条 さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（平成２

１年さいたま市条例第３５号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与に関する特例） （給与に関する特例）

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「特定任期付職員」という。

）には、次の給料表を適用する。

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員（以下「特定任期付職員」という。

）には、次の給料表を適用する。

号給 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 円

３７４，０００ 

４２２，０００ 

４７２，０００ 

５３３，０００ 

６０８，０００ 

７１０，０００ 

８３０，０００ 

号給 給料月額 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

 円

３７３，０００ 

４２１，０００ 

４７１，０００ 

５３２，０００ 

６０７，０００ 

７０９，０００ 

８２９，０００ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］

（給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等）



第９条 ［略］ 第９条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任

期付職員業績手当」と、給与条例第２５条第１項

中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又

はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）」と、「当該指定管理職員」とあるのは「

当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与

条例第２５条第２項中「指定管理職員」とあるの

は「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当

該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員

又は特定任期付職員」と、給与条例第２７条第２

項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１０

０分の１６５」と、「１００分の１３７．５」と

あるのは「１００分の１７０」とする。

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任

期付職員業績手当」と、給与条例第２５条第１項

中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又

はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）」と、「当該指定管理職員」とあるのは「

当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与

条例第２５条第２項中「指定管理職員」とあるの

は「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当

該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員

又は特定任期付職員」と、給与条例第２７条第２

項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１０

０分の１６５」と、「１００分の１３７．５」と

あるのは「１００分の１６５」とする。

第４条 さいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を

次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（給与条例の適用除外等）  （給与条例の適用除外等）

第９条 ［略］ 第９条 ［略］

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任

期付職員業績手当」と、給与条例第２５条第１項

中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又

はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）」と、「当該指定管理職員」とあるのは「

当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与

条例第２５条第２項中「指定管理職員」とあるの

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条、第２

５条第１項及び第２項並びに第２７条第２項の規

定の適用については、給与条例第２条中「及び寒

冷地手当」とあるのは「、寒冷地手当及び特定任

期付職員業績手当」と、給与条例第２５条第１項

中「指定管理職員」とあるのは「指定管理職員又

はさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与

の特例に関する条例（平成２１年さいたま市条例

第３５号）第２条第１項の規定により任期を定め

て採用された職員（以下「特定任期付職員」とい

う。）」と、「当該指定管理職員」とあるのは「

当該指定管理職員又は特定任期付職員」と、給与

条例第２５条第２項中「指定管理職員」とあるの



は「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当

該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員

又は特定任期付職員」と、給与条例第２７条第２

項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分

の１６７．５」とする。

は「指定管理職員又は特定任期付職員」と、「当

該指定管理職員」とあるのは「当該指定管理職員

又は特定任期付職員」と、給与条例第２７条第２

項中「１００分の１２２．５」とあるのは「１０

０分の１６５」と、「１００分の１３７．５」と

あるのは「１００分の１７０」とする。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規定は、平成

３１年４月１日から施行する。

 （適用）

２ 第１条の規定による改正後のさいたま市職員の給与に関する条例（以下「改正後

の給与条例」という。）第９条第１項及び別表第２の規定並びに第３条の規定によ

る改正後のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例（以

下「改正後の任期付職員給与条例」という。）第７条第１項の規定は平成３０年４

月１日から、改正後の給与条例第３０条第２項の規定及び改正後の任期付職員給与

条例第９条第２項の規定は同年１２月１日から適用する。

（給与の内払） 

３ 改正後の給与条例及び改正後の任期付職員給与条例の規定を適用する場合におい

ては、第１条の規定による改正前のさいたま市職員の給与に関する条例の規定に基

づいて支給された給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払と、第３条の規

定による改正前のさいたま市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は改正後の任期付職員給与条例の規定による給

与の内払とみなす。

（委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 



さいたま市条例第６３号 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例及びさいたま市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例

 （さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部改正）

第１条 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （職員）  （職員） 

第２７条 ［略］ 第２７条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）の規定による大学をいう。

第５２条第２項第６号エ、第５８条第７号及び第

１００条第６号を除き、以下同じ。）の学部で、

心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課

程を修めて卒業した者（当該学科又は当該課程を

修めて専門職大学（同法の規定による専門職大学

をいう。以下同じ。）の前期課程を修了した者を

 含む。第９０条第３項において同じ。）であって、

 個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこ

れと同等以上の能力を有すると認められる者でな

ければならない。 

４ 心理療法担当職員は、大学（学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）第１条に規定する大学をい

う。第５２条第２項第６号エ、第５８条第７号及

び第１００条第６号を除き、以下同じ。）の学部

で、心理学を専修する学科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人及び集

団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以

上の能力を有すると認められる者でなければなら

ない。 

５～７ ［略］ ５～７ ［略］ 

 （母子支援員の資格）  （母子支援員の資格） 

第３８条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第３８条 母子支援員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員

を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

第５２条第２項第１号及び第５８条第１号にお

いて同じ。） 

 地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地

方厚生局長等」という。）の指定する児童福祉

施設の職員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 



 （職員）  （職員） 

第５２条 ［略］ 第５２条 ［略］ 

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

２ 児童の遊びを指導する者は、次の各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員

を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職

員を養成する学校その他の養成施設を卒業した

者 

～  ［略］   ～  ［略］ 

 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号

）第４条に規定する免許状を有する者 

 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、

中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育

学校の教諭となる資格を有する者 

 次のいずれかに該当する者であって、市長が

適当と認めたもの 

 次のいずれかに該当する者であって、市長が

適当と認めたもの 

  ア 大学において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者（当該学科又は当該課程を修めて専

門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

  ア 大学において、社会福祉学、心理学、教育

学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修す

る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒

業した者 

  イ～エ ［略］   イ～エ ［略］ 

 （児童指導員の資格）  （児童指導員の資格） 

第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

第５８条 児童指導員は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員

を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職

員を養成する学校その他の養成施設を卒業した

者 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した者（当該学科又は

当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了

した者を含む。） 

 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相

当する課程を修めて卒業した者 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 教育職員免許法第４条に規定する免許状を有

する者であって、市長が適当と認めたもの 

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であって、市長が適当

と認めたもの 

 ［略］    ［略］ 

 （児童自立支援専門員の資格）  （児童自立支援専門員の資格） 

第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 

第１００条 児童自立支援専門員は、次の各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 

  ・  ［略］   ・  ［略］ 

 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員

を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

（専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

  ） 

 地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門

員を養成する学校その他の養成施設を卒業した

者 



 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科若しくはこれら

に相当する課程を修めて卒業した者（当該学科

又は当該課程を修めて専門職大学の前期課程を

修了した者を含む。）又は大学の学部で、社会

福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関す

る科目の単位を優秀な成績で修得したことによ

り、学校教育法第１０２条第２項の規定により

大学院への入学を認められた者であって、１年

以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条

第１項第４号アからウまでに掲げる期間の合計

が２年以上であるもの 

 大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学

若しくは社会学を専修する学科若しくはこれら

に相当する課程を修めて卒業した者又は大学の

学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは

社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得

したことにより、学校教育法第１０２条第２項

の規定により大学院への入学を認められた者で

あって、１年以上児童自立支援事業に従事した

もの又は前条第１項第４号アからウまでに掲げ

る期間の合計が２年以上であるもの 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 教育職員免許法第４条に規定する免許状を有

する者であって、１年以上児童自立支援事業に

従事したもの又は２年以上教員としてその職務

に従事したもの 

 学校教育法の規定により、小学校、中学校、

義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教

諭となる資格を有する者であって、１年以上児

童自立支援事業に従事したもの又は２年以上教

員としてその職務に従事したもの 

 （さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例の一部改

正）

第２条 さいたま市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例（平

成２６年さいたま市条例第５３号）の一部を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （職員）  （職員）

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了した

ものでなければならない。

３ 放課後児童支援員は、次のいずれかに該当する

者であって、都道府県知事が行う研修を修了した

ものでなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大

正７年勅令第３８８号）による大学を含む。）

において、社会福祉学、心理学、教育学、社会

学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者（当

 学校教育法の規定による大学（旧大学令（大

正７年勅令第３８８号）による大学を含む。）

において、社会福祉学、心理学、教育学、社会

学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又は

これらに相当する課程を修めて卒業した者



該学科又は当該課程を修めて同法の規定による

専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）

～  ［略］ ～  ［略］

４・５ ［略］ ４・５ ［略］

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



さいたま市条例第６４号 

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例の一部を改正する条例

さいたま市廃棄物の処理及び再生利用に関する条例（平成１３年さいたま市条例第

１９５号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （技術管理者の資格）  （技術管理者の資格）

第５０条の２ 法第２１条第３項に規定する条例で

定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号の

いずれかとする。

第５０条の２ 法第２１条第３項に規定する条例で

定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号の

いずれかとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく

専門職大学の前期課程を含む。次号において同

じ。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令

（明治３６年勅令第６１号）に基づく専門学校

の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当す

る課程において衛生工学（旧専門学校令に基づ

く専門学校にあっては、土木工学。次号におい

て同じ。）又は化学工学に関する科目を修めて

卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程

を修了した場合を含む。次号において同じ。）

後、４年以上廃棄物の処理に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者

 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専

門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６

１号）に基づく専門学校の理学、薬学、工学、

農学又はこれらに相当する課程において衛生工

学（旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、

土木工学。次号において同じ。）又は化学工学

に関する科目を修めて卒業した後、４年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者

～  ［略］ ～  ［略］

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



さいたま市条例第６５号 

さいたま市大宮区役所駐車場条例 

（設置） 

第１条 大宮区役所庁舎を利用する市民の利便に資するため、さいたま市大宮区役所

駐車場（以下「駐車場」という。）をさいたま市大宮区吉敷町１丁目１２４番地１

に設置する。 

（供用時間等） 

第２条 駐車場の供用時間は午前零時から午後１２時までとし、自動車の入場又は出

場をさせることができる時間は午前８時から午後１０時までとする。ただし、市長

は、事情によりこれらを変更することができる。 

（利用できる自動車） 

第３条 駐車場を利用できる自動車は、次に掲げるとおりとする。 

 道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）別表第１に掲げる普

通自動車であって、長さ５．５メートル、幅２．０メートル及び高さ２．３メー

トルをそれぞれ超えないもの 

 道路運送車両法施行規則別表第１に掲げる小型自動車及び軽自動車のうち、二

輪自動車及び三輪自動車以外のもの 

（駐車場の使用料） 

第４条 駐車場を利用する者（以下「利用者」という。）は、市長に、別表に定める

使用料を納付しなければならない。 

（利用できる自動車及び使用料の特例） 

第５条 特別の理由により、第３条に規定する自動車以外の自動車を駐車させようと

する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の許可をした場合において、使用料の額が前条の規定により定めた

額によりがたいと認めるときは、その都度これを定める。 

（使用料の不還付） 

第６条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができな

い理由により駐車場を利用することができないと市長が認めるときは、当該使用料

の全部又は一部を還付することができる。 



（割増金） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者があるときは、

その者から徴収を免れた使用料のほか、その額の２倍に相当する額を割増金として

徴収することができる。 

（使用料の不徴収） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、使用料

を徴収しない。 

 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３９条第１項に規定する緊急自動

車 

 国又は地方公共団体の職員が、規則で定める施設等で公務を行うために使用す

る自動車 

 前２号に掲げるもののほか、市長が使用料を徴収することを不適当と認める自

動車 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除

することができる。 

 規則で定める施設等の利用の認証を受けたとき。 

 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

（駐車の拒否） 

第１０条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することがで

きる。 

 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。 

 駐車場の構造又は管理上駐車を不適当と認めたとき。 

 この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は駐車場の係員の指示に

従わないとき。 

 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。 

（禁止行為） 

第１１条 利用者は、駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。 

 他の自動車の駐車を妨げること。 



 駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をすること。 

 火気を使用すること。 

 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為を

すること。 

（損害賠償の義務） 

第１２条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設又は設備を損傷し、又は滅失

したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があ

ると認めるときは、この限りでない。 

（利用の休止） 

第１３条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の

全部又は一部の利用を休止することができる。 

（委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 この条例は、平成３１年５月７日から施行する。 



別表（第４条関係） 

区分 単位 金額 

基本使用料 ２０分までにつき１台 １００円

超過使用料 超過時間２０分までごとにつき１台 １００円



さいたま市条例第６６号 

さいたま市六日町山の家条例を廃止する条例

さいたま市六日町山の家条例（平成１３年さいたま市条例第２１５号）は、廃止す

る。

附 則

この条例は、平成３２年４月１日から施行する。



さいたま市条例第６７号

   さいたま市にぎわい交流館いわつき条例

 （設置）

第１条 岩槻の歴史及び文化の発信、産業及び観光の振興並びに地域活性化の拠点と

して、地域のにぎわいの創出に寄与するため、さいたま市にぎわい交流館いわつき

（以下「交流館」という。）をさいたま市岩槻区本町６丁目１番２号に設置する。

 （業務）

第２条 交流館は、次に掲げる業務を行う。

 地域のにぎわい創出に関すること。

 産業振興、観光支援等のための交流館の利用に関すること。

 前２号に掲げるもののほか、交流館の設置の目的を達成するために必要な業務

に関すること。

 （休館日）

第３条 交流館の休館日は、１月１日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３

１日までとする。

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があるときは、臨時に休

館日を定め、又は休館日に開館することができる。

 （開館時間）

第４条 交流館の開館時間は、午前９時から午後９時３０分までとする。 

２ 市長は、前項に規定する開館時間を事情により変更することができる。

 （利用期間）

第５条 多目的室及び屋外共用スペース（全部又は一部を占用する場合に限る。以下

同じ。）並びに附属設備（以下「貸出施設等」という。）を引き続いて利用するこ

とができる期間は、次のとおりとする。ただし、市長は、事情によりこれを変更す

ることができる。

 多目的室及び屋外共用スペース ７日

 附属設備 利用する施設を引き続いて利用することができる期間と同一の期間

 （利用の許可）

第６条 貸出施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければ



ならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

２ 多目的室又は屋外共用スペースを利用しようとする者で、営利行為を行おうとす

るものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更

しようとするときも、同様とする。

３ 市長は、前２項の許可をする場合において、交流館の管理上必要な条件を付する

ことができる。

 （利用権の譲渡等の禁止）

第７条 前条第１項又は第２項の許可を受けた者（以下「貸出施設等の利用者」とい

う。）は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

 （許可の取消し等）

第８条 市長は、貸出施設等の利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は交流

館の管理上特に必要があるときは、第６条第１項又は第２項の許可に係る利用の条

件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

 貸出施設等の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を納期限までに納

付しないとき。

 許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

２ 前項の措置によって貸出施設等の利用者に損害が生じることがあっても、市は、

その責めを負わない。

 （利用料金）

第９条 貸出施設等の利用者は、利用の許可を受けたときは、指定管理者（第１７条

第１項に規定する指定管理者をいう。以下この条から第１１条までにおいて同じ。

）に利用料金を納付しなければならない。

２ 利用料金（附属設備の利用料金を除く。）の額は、別表に定める額の範囲内にお

いて、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。

３ 附属設備の利用料金の額は、規則で定める額の範囲内において、あらかじめ市長

の承認を得て、指定管理者が定める。

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。



 （利用料金の減免）

第１０条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金

を減額し、又は免除することができる。

 （利用料金の不還付）

第１１条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいず

れかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

 交流館の管理上特に必要があるため、その利用の許可を取り消したとき。

 貸出施設等の利用者の責めに帰することができない理由により、貸出施設等を

利用することができないとき。

 前２号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

 （特別の設備等の制限）

第１２条 交流館を利用する者（以下「利用者」という。）は、交流館の施設及び設

備（以下「交流館の施設等」という。）を利用するに当たって、特別の設備をし、

又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなけ

ればならない。

 （原状回復の義務）

第１３条 利用者は、交流館の施設等の利用が終わったときは、速やかに原状に回復

し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第８条第１項の規定により利用

の停止若しくは許可の取消しの処分を受けたとき、次条の規定により利用を拒否さ

れたとき又は第１５条の規定により退館を命じられたときも、同様とする。

２ 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、

 これに要した費用は、利用者の負担とする。

 （利用の制限）

第１４条 市長は、交流館の利用について、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、その利用に条件を付し、又はその利用を拒否することができる。

 交流館の設置の目的に反するとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 交流館を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

 前３号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があるとき又は市長が適当で



ないと認めるとき。

 （入館の禁止等）

第１５条 市長は、交流館内の秩序を乱し、若しくは他の利用者に迷惑を及ぼし、又

はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命じることができ

る。

 （損害賠償の義務）

第１６条 故意又は過失により交流館を損傷し、又は滅失した者は、それによって生

じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。

 （指定管理者による管理）

第１７条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の

規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に、交流館の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせること

ができる。

 第２条に規定する業務

 交流館の施設等の維持管理に関する業務

 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める業務

２ 市長は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を指定管理者に行わせる

ことができる。

 第３条第１項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、

  市長の承認を得て、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館すること。

 第４条第１項の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、

  市長の承認を得て、開館時間を変更すること。

 第５条本文の規定にかかわらず、交流館の管理上必要があると認めるときに、

市長の承認を得て、引き続いて利用することができる期間を変更すること。

 第６条第１項若しくは第２項の規定により、許可若しくは許可に係る事項の変

更の許可をすること又は同条第３項の規定により、交流館の管理上必要な条件を

付すること。

 第８条第１項の規定により、同項第１号から第３号までのいずれかに該当する



とき、許可の条件若しくは指定管理者の指示に従わないとき又は交流館の管理上

  特に必要があるときに、許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、

  又は許可を取り消すこと。

 第１２条の規定により、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用

する場合に許可をすること。

 第１４条の規定により、同条第１号から第３号までのいずれかに該当すると認

めるとき、又は交流館の管理上支障があるとき、若しくは交流館を利用させるこ

とが適当でないと認めるときに、利用に条件を付し、又は利用を拒否すること。

 第１５条の規定により、入館を禁止し、又は退館を命じること。

 （指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等）

第１８条 さいたま市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６

年さいたま市条例第１号）第６条第１項の規定により、指定管理者の指定を取り消

し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合等で、市

長が交流館の管理を臨時に行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該

停止の期間が終了するまでの間、市長は、貸出施設等（附属設備を除く。）の使用

料については別表に定める額の範囲内において市長が定める額を、附属設備の使用

料については規則で定める額の範囲内において市長が定める額を徴収する。

２ 前項の場合にあっては、第９条第１項、第１０条及び第１１条の規定を準用する。

 この場合において、第９条第１項中「指定管理者（第１７条第１項に規定する指定

管理者をいう。以下この条から第１１条までにおいて同じ。）」とあるのは「市長

」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第１０条中「指定管理者」とあるの

は「市長」と、「市長の承認を得て、利用料金」とあるのは「使用料」と、第１１

条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と

読み替えるものとする。

 （委任）

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   附 則

 この条例は、平成３２年２月２２日から施行する。



別表（第９条、第１８条関係） 

区分

午前 午後 夜間 全日
時間外利用

（１時間に

つき）

午前９時か

ら午後零時

まで

午後１時か

ら午後５時

まで

午後６時か

ら午後９時

３０分まで

午前９時か

ら午後９時

３０分まで

多目的室１ ６７０円 ９００円 ７８０円 ２，３５０

円

多目的室２ ８１０円 １，０８０

円

９４０円 ２，８３０

円

屋外共用ス

ペース

（１区画）

３４０円 ４５０円 ３９０円 １，１８０

円

１１０円

 備考

  １ 営利を目的として利用する場合の利用料金は、上記の表の利用料金の２倍に

相当する額とする。

  ２ 時間外に係る利用料金は、利用の許可に係る利用時間を超過した場合又は午

前９時から午後９時３０分までの時間以外に利用する場合に徴収する。この場

合において、当該利用時間が１時間に満たないときは、１時間とする。



さいたま市条例第６８号 

さいたま市都市公園条例の一部を改正する条例

さいたま市都市公園条例（平成１３年さいたま市条例第２４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表第２（第６条、第７条関係） 別表第２（第６条、第７条関係）

公園名 公園施設名 供 用 日
供 用

時 間

 ［略］

元荒川

緑地

 ［略］

さいた

ま新都

心公園

集会室 １月４日か

ら１２月２

８日まで

午前９

時から

午後９

時まで

公園名 公園施設名 供 用 日
供 用

時 間

 ［略］

元荒川

緑地

 ［略］

 備考 ［略］  備考 ［略］

別表第４（第１９条、第３０条関係） 別表第４（第１９条、第３０条関係）

公

園

名

公園施設名
区

分

利用料金

摘

要

午
前

午
後

全
日

時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
零
時

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

外
利
用
（
１
時
間
に
つ
き

ま
で

ま
で

ま
で

）

 ［略］

川

通

公

園

 ［略］

公

園

名

公園施設名
区

分

利用料金

摘

要

午
前

午
後

全
日

時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
零
時

午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

外
利
用
（
１
時
間
に
つ
き

ま
で

ま
で

ま
で

）

 ［略］

川

通

公

園

 ［略］



さ

い

た

ま

新

都

心

公

園

公

園

施

設

集会室

Ａ

１時間につき

あ１３０円

１

３

０

円

Ｂ

 備考 ［略］  備考 ［略］

   附 則

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。



さいたま市条例第６９号 

さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例 

 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例（平成１３年さいた

ま市条例第２６３号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（建築物の建蔽率の最高限度） （建築物の建蔽率の最高限度） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 前２項の規定の適用については、第１号又は第

２号のいずれかに該当する建築物にあっては別表

第２ウ欄に掲げる数値に１０分の１を加えたもの

をもって同欄に掲げる数値とし、第１号及び第２

号のいずれにも該当する建築物又は第３号に該当

する建築物（南浦和駅西口地区地区整備計画区域

内の建築物を除く。）にあっては同表ウ欄に掲げ

る数値に１０分の２を加えたものをもって同欄に

掲げる数値とする。 

３ 前２項の規定の適用については、第１号又は第

２号のいずれかに該当する建築物（大宮西部地区

地区整備計画区域Ａ地区内の建築物を除く。）に

あっては別表第２ウ欄に掲げる数値に１０分の１

を加えたものをもって同欄に掲げる数値とし、第

１号及び第２号のいずれにも該当する建築物又は

第３号に該当する建築物（南浦和駅西口地区地区

整備計画区域内の建築物を除く。）にあっては同

表ウ欄に掲げる数値に１０分の２を加えたものを

もって同欄に掲げる数値とする。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

４～６ ［略］ ４～６ ［略］ 

（建築物の高さの最高限度） （建築物の高さの最高限度） 

第９条 ［略］ 第９条 ［略］ 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

４ 第１項の規定にかかわらず、別表第１に定める

適用区域の内、次に掲げる区域において、同項の

規定の施行又は適用の際現に存する建築物で、そ

の高さが別表第２カ欄に掲げる数値（天沼台地区

地区整備計画区域にあっては、別表第２カ欄 に

掲げる数値）を超えるものについて、建築又は修

繕若しくは模様替をする場合は、既存の高さを限

度とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、別表第１に定める

適用区域の内、次に掲げる区域において、同項の

規定の施行又は適用の際現に存する建築物で、そ

の高さが別表第２カ欄に掲げる数値を超えるもの

について、建築又は修繕若しくは模様替をする場

合は、既存の高さを限度とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

 天沼台地区地区整備計画区域 



別表第１（第３条、第９条関係） 別表第１（第３条、第９条関係） 

項 名称 区域 

１～

６５

［略］  

６６ 大宮駅東

口駅前中

地区地区

整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の

規定により告示された大宮駅

東口駅前中地区地区計画の区

域のうち、地区整備計画が定

められた区域 

６７ 天沼台地

区地区整

備計画区

域 

都市計画法第２０条第１項の

規定により告示された天沼台

地区地区計画の区域のうち、

地区整備計画が定められた区

域 

項 名称 区域 

１～

６５

［略］  

別表第２（第４条―第９条関係） 別表第２（第４条―第９条関係） 

１～４７ ［略］ １～４７ ［略］ 

４８ 大宮西部地区地区整備計画区域  ４８ 大宮西部地区地区整備計画区域  

区分 ア イ ウ エオカ

地区       

Ａ地

区（大

宮西部

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

  ［略 

］ 

区分 ア イ ウ エオカ

地区       

Ａ地

区（大

宮西部

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す

るＡ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

８） 

 ［略 

］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

１０

分の

１０



Ｂ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ―１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

  ［略 

］ 

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

３０

Ｂ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｂ―１

地区を

いう。

） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［略 

］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

１０

分の

１０



Ｂ―２

地区（

大宮西

部地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

―２地

区をい

う。） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｂ―２

地区（

大宮西

部地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

するＢ

―２地

区をい 

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の

６） 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

１０

分の

１０



Ｃ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ―１

地区を

いう。 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

）     

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ―１

地区を 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の 

 ［ 

略］ 

いう。

） 

建築

物の

容積

率 

割合

 ６） 

法第

６８

条の

４に

規定

する

公共

１０

分の

１０



Ｃ―

２地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ―２

地区を 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

いう。

） 

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｃ―

２地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｃ―２

地区を 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の 

 ［ 

略］ 

いう。

） 

建築

物の

容積

率 

割合

 ６） 

法第

６８

条の

４に

規定

する

１０

分の

１０



Ｄ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ―１ 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

地区を

いう。

） 

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ―

１地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ―１ 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は 

 ［ 

略］ 

地区を     １０分の 

いう。

） 

建築

物の

容積

率 

割合

 ６） 

  法第

６８

条の

４に

規定

１０

分の

１０



Ｄ―

２地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

 ［

略］

 ［ 

略］ 

Ｄ―２

地区を

いう。

） 

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ―

２地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ

うになっ 

 ［ 

略］ 

Ｄ―２

地区を 

 い。） た場合は

１０分の 

いう。

） 

建築

物の

容積

率 

割合

 ６） 

  法第

６８

条の

４に

１０

分の

１０



Ｄ―

３地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表

示する

Ｄ―３

地区を

いう。

） 

 ［

略］

   ［ 

略］ 

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

Ｄ―

３地区

（大宮

西部地

区地区

計画の

地区整

備計画

図に表 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地

が道路に

接するよ 

 ［ 

略］ 

示する

Ｄ―３

地区を 

 は、適用しな

い。） 

うになっ

た場合は

１０分の 

いう。

） 

建築

物の

容積

率 

割合

６） 

法第

６８

条の 

１０

分の

１０



 ［略］ 

Ｆ地

区（大

宮西部

地区地

区計画

の地区

整備計 

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

  ［ 

略］ 

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率 

１０

分の

２０

 ［略］ 

Ｆ地

区（大

宮西部

地区地

区計画

の地区

整備計 

画図に

表示す

るＦ地

区をい

う。） 

 ［

略］

次の表の左欄

に掲げる建築

物の容積率の

区分に応じ、

同表右欄に掲

げる数値（土

地区画整理事

業における換

地処分公告後

は、適用しな

い。） 

１０分の

５（土地

区画整理

事業にお

ける仮換 

地指定後、

当該敷地 

が道路に

接するよ

うになっ

た場合は

１０分の 

 ［ 

略］ 

建築

物の

容積

率 

割合

 ６） 

  法第 １０



  ６８

条の

４に

規定

する

公共

施設

の整

備の

状況

に応

じた

建築

物の

容積

率 

分の

１０

法第

６８

条の

４第

１号

イに

規定

する

区域

の特

性に

応じ

た建

築物

の容

積率

１０

分の

２０

４９～６５ ［略］ ４９～６５ ［略］ 

別表第２に次のように加える。 

６６ 大宮駅東口駅前中地区地区整備計画区域 

区分 

地区 
ア イ ウ エ オ カ 

大宮

駅東口

駅前中

地区地

区計画

の地区

整備計

画図に

表示す 

次に掲げる用途に供する建

築物 

 風営法第２条第１項

第３号、同条第６項各

号、同条第７項各号、

同条第８項及び同条第

９項に規定する営業を

営む施設 

 風営法第２条第１項 



る地区   第４号に規定するぱち

んこ屋 

 勝馬投票券発売所、

場外車券売場その他こ

れらに類するもの 

６７ 天沼台地区地区整備計画区域 

区分 

地区 
ア イ ウ エ オ カ 

天沼

台地区

地区計

画の地

区整備

計画図

に表示

する地

区 

次に掲げる用途に供する建

築物以外の建築物  

 住宅（３戸以上の長

屋を除く。） 

 延べ面積の２分の１ 

以上を居住の用に供し、

  かつ、次のアからオま

でのいずれかの用途を

兼ねるもの（これらの

用途に供する部分の床

面積の合計が５０平方

メートルを超えるもの

を除く。） 

  ア 事務所（汚物運搬

用自動車等の駐車施

設を設けて業務を運

営するものを除く。

） 

  イ 理髪店、美容院、 

クリーニング取次店、

   質屋、貸衣装屋、貸

本屋その他これらに

類するサービス業を

営む店舗 

  ウ 洋服店、畳屋、建

具屋、自転車店、家

庭電気器具店その他

これらに類するサー

ビス業を営む店舗（ 

１０

分の

１５ 

（第

５条

第１

項及

び第

３項

に規

定す

る建

築物

の延

べ面

積に

は、

地階

で、

その

天井

が地

盤面

から

の高

さ１

メー

トル

以下 

 建築物の外壁等の面から道

路境界線までの距離 １メー

トル 

 建築物の外壁等の面から隣

地境界線までの距離 ０．８

５メートル 

  及び において、当該限

度に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分で、次の

アからエまでのいずれかに該

当する場合は、この限りでな

い。 

 ア 建築物に附属する開放性

の高い自動車等の車庫で、

最高の高さが２．６メート

ル以下であるもの 

 イ 建築物に附属する物置そ

の他これに類するもの（自

  動車等の車庫を除く。）で、

  最高の高さが２．６メート

ル以下で、かつ、床面積の

合計が５平方メートル以内

であるもの 

 ウ 出窓で、下端の床面から

の高さが３０センチメート

ル以上、かつ、出幅５０セ

ンチメートル未満、見付面

積の２分の１以上が窓で、

かつ、天袋、地袋その他こ

 ９メート

ル（この表

カの欄の規

定の施行若

しくは適用

の際、現に

敷地面積１

５０平方メ

ートル未満

である敷地

でその全部

を一の敷地

として使用

するもの又

は現に存す

る所有権そ

の他の権利

に基づいて

その全部を

一の敷地と

して使用す

る土地で１

５０平方メ

ートル未満

のものに建

築する建築

物（当該規

定の施行後、

 敷地又は土

    原動機を使用する場

合にあっては、その

出力の合計が０．７

５キロワット以下の

ものに限る。） 

  エ 学習塾、華道教室、

   囲碁教室その他これ

らに類する施設 

  オ 美術品又は工芸品

を製作するためのア

トリエ又は工房（原

にあ

る部

分の

床面 

積は、

算入

しな

い。

） 

   れらに類するものを設けな

いもの 

 エ この表エの欄の規定の施

行若しくは適用の際、現に

敷地面積１５０平方メート

ル未満である敷地でその全

部を一の敷地として使用す

るもの又は現に存する所有

権その他の権利に基づいて

その全部を一の敷地として

使用する土地で１５０平方

  地の面積が

１５０平方

メートル以

上に至った

ものを除く。

 ）の最高の

高さは、当

該部分から

真北方向に

前面道路が

存する部分



動機を使用する場合

にあっては、その出

力の合計が０．７５

キロワット以下のも

のに限る。） 

 共同住宅（地区整備

計画図に示す道路境界

線ｂに接する敷地面積

６００平方メートルを

超える敷地又はこの表

アの欄の規定の施行若

しくは適用の際、現に

共同住宅が存する敷地

（当該規定の施行後、

建築物の全部を共同住

宅以外の用途に供する

建築物の敷地に至った

ものを除く。）に建築

するものに限る。）

幼稚園、学校（大学、

  高等専門学校、専修学 

校及び各種学校を除く。

  ）、図書館、美術館そ

の他これらに類するも

の 

 神社、寺院及び教会 

老人ホーム、保育所、

  福祉ホーム、高齢者向

けデイケアセンター、

グループホームその他

これらに類するもの（

共同住宅型を除く。） 

 診療所 

 巡査派出所、公衆電

話所その他これらに類

する公益上必要な建築

物 

 自治会館及び集会所 

 事務所、店舗等の建

築物で、次のアからウ 

メートル未満のものに建築

するもの（当該規定の施行

後、敷地又は土地の面積が

１５０平方メートル以上に

至ったものを除く。）

を１０メー

トルとする

ことができ

る。） 

 軒の高さ

 ７メートル

（地区整備

計画図に示

す道路境界

線ｂに接す

る敷地にお

いて、敷地

面積６００

平方メート

ルを超え、

 かつ、建蔽

率１０分の

５以下とす

る建築物に

ついては、

適用しない。

 ） 

 建築物の

各部分の高

さは、当該

部分から前

面道路の反

対側の境界

線又は隣地

境界線まで

の真北方向

の水平距離

に０．６を

乗じて得た

ものに６メ

ートルを加

えた数値（

ただし、 

の規定を適

用した建築

   までのいずれかに掲げ

る用途のもの（地区整

備計画図に示す道路境

界線ａからのみ出入り

又は搬入搬出できる一

の階をその用途に供す

るものに限る。） 

  ア  アからオまでに

規定するもの 

  イ 日用品の販売を主

たる目的とする店舗

     物について

は、 の規

定を適用し

た数値とす

ることはで

 きない。）

 この表カ

の欄の規定

の施行若し

くは適用の

際、現に敷



又は食堂若しくは喫

茶店 

  ウ 自家販売のために

食品製造業（食品加

工業を含む。）を営

むパン屋、米屋、豆

腐屋、菓子屋その他

これらに類するもの

（原動機を使用する

場合にあっては、そ

の出力の合計が０．

７５キロワット以下

のものに限る。） 

 前各号の建築物に附

属するもので、かつ、

最高の高さが３メート

ル以下のもの（自動車

車庫で地上２階以上の 

  部分にあるものを除く。

  ） 

地面積１５

０平方メー

トル未満で

ある敷地で

その全部を

一の敷地と

して使用す

るもの又は

現に存する

所有権その

他の権利に

基づいてそ

の全部を一

の敷地とし

て使用する

土地で１５

０平方メー

トル未満の

ものに建築

する建築物

（当該規定

の施行後、

敷地又は土

地の面積が

１５０平方

メートル以

上に至った

ものを除く。

 ）の各部分

の高さは、

当該部分か

ら前面道路

の反対側の

境界線又は

隣地境界線

までの真北

方向の水平

距離に１．

２５を乗じ

て得たもの

 に５メート

ルを加えた

数値（ただ

し、 の規

定を適用し

た建築物に

ついては、

 の規定を

適用した数

値とするこ



       とはできな

い。） 

附 則 

 この条例は、平成３１年１月１日から施行する。ただし、第６条第３項の改正及び

別表第２の４８ 大宮西部地区地区整備計画区域の表の改正は、公布の日から施行す

る。 



さいたま市条例第７０号 

さいたま市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改

正する条例

さいたま市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例（平成２４年さ

いたま市条例第３０号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （布設工事監督者の資格）  （布設工事監督者の資格）

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める

布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のい

ずれかとする。

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める

布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のい

ずれかとする。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 学校教育法による短期大学（同法による専門

職大学の前期課程を含む。）若しくは高等専門

学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１

号）による専門学校において土木科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後（同法による

専門職大学の前期課程にあっては、修了した後

）、５年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者

 学校教育法による短期大学若しくは高等専門

学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１

号）による専門学校において土木科又はこれに

相当する課程を修めて卒業した後、５年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者

  ～  ［略］   ～  ［略］

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格）

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める

水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のい

ずれかとする。

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める

水道技術管理者が有すべき資格は、次の各号のい

ずれかとする。

 ［略］  ［略］

 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において土木工学以外の工学、理学、農学、

医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに

相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育

法による専門職大学の前期課程にあっては、修

了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業

した者については４年以上、同条第３号に規定

する学校を卒業した者（同法による専門職大学

の前期課程にあっては、修了した者）について

 前条第１号、第３号及び第４号に規定する学

校において土木工学以外の工学、理学、農学、

医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに

相当する学科目を修めて卒業した後、同条第１

号に規定する学校を卒業した者については４年

以上、同条第３号に規定する学校を卒業した者

については６年以上、同条第４号に規定する学

校を卒業した者については８年以上水道に関す

る技術上の実務に従事した経験を有する者



は６年以上、同条第４号に規定する学校を卒業

した者については８年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者

  ・  ［略］   ・  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

附 則

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。


